
今年も早いもので最後のFP通信となりました。今回は今年の疲れを
洗い流そうと家族で出かけた温泉旅行ネタです。旅行ネタを記すと
｢旅行ばっかり行って景気いいね。」や｢仕事をちゃんとしてるの？！」
と言われることが増えるので、少々気は引けますが言われるのを覚
悟で久々の旅行ネタです。

11月下旬に大分県由布市にある湯布院温泉【狭霧亭】さんに行きま
した。写真の通り純和風の景観を作り出し、あたかも別空間に放り出
された感覚に駆られます。紅葉も満開に近いくらいに鮮やかでとても
落ち着くことができました。夜になるとポイントポイントごとに小照明が
設置されており、“灯り”という部分でも楽しませていただきました。

今まで湯布院温泉の近くまでは行ったことがあったのですが、実際泊
まったのは初めてでした。行ったことがある方はご存知でしょうが、湯
布院温泉は温泉街にコンビニもあればパチンコ店もあります。それら
の現代的な建物が多数並んでいるので狭霧亭さんに入るまではとて
もこんな雰囲気が作り出されているとは思いもしませんでした。

そして、僕がこの“狭霧亭”さんの旅行ネタを記そうと思った決定的
なサービスがありました。それは写真にもあるように、野外に囲炉裏
を囲んだ休憩所があったんですが、その場所に温泉卵と生ビールが
飲み放題食べ放題というサービスがあったんです。僕たちは午後の３
時に現地に到着して、４時くらいには一番風呂をいただいておりました。
一時間くらい温泉に入り、身も心もあたたまったときに野外にある休憩
所でまだ日も沈まないうちに温泉卵を頬張りながらビールをいただく
という、とても贅沢で幸せな気分になりました。

これにはオチがあって、結局１９時からの夕食までに温泉卵を５個と
生ビールを３杯飲んでしまい楽しみにしていた夕食がお腹いっぱいで
半分くらいしか食べれませんでした。いまだに後悔しています。

次の日は僕の娘（瑞貴）が好きなサンリオ（キティちゃんなどのキャ
ラクターで有名）が運営するハーモニーランドへ行ってきました。この
ハーモニーランドへは日帰りでよく行くんですが、いつも夕方には帰っ
てしまいます。しかし、この日は夜のイルミネーションをやっていたの
で、写真のような綺麗なイルミネーションを見ることが出来ました。し
かし、この時間帯どうしても僕自身ソワソワしてじっくり見ることができ
ませんでした。なぜなら、NHKスペシャルドラマ【坂の上の雲】の第１０
回（今年の１回目）が放送される日だったからです。（笑）
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～あっと驚くFP講座～

平成24年1月より生命保険料控除の変更が行われます。少し、わかりずらい点がある
かと思いますので解説を致します。

現在、生命保険料控除は大きく二つに分かれます。【一般生命保険料控除】と【個人年
金保険料控除】です。それぞれ年間の控除額として5万円ずつの計10万円となります。
この二つに別れていた部分が今回から三つに分かれることになります。【一般生命保険
料控除】【介護医療保険料控除】【個人年金保険料控除】です。それぞれ4万円ずつの計
12万円となります。合計では2万円控除額が増えるということですね。

ここでご留意いただきたいのは来年以降、自動的にこの制度の対象となるかと言えばそ
うじゃないということです。来年以降も契約に変更がなければ旧制度のままとなります。

“契約に変更がある”とはどのようなことかというと、《保険期間の満期が到来し更新
する》《特約を中途付加する》《新しく保険に加入する》などのこといいます。保険金
額を削減したり、名義変更をしただけでは“契約に変更がある”とはみなさないのでご
注意ください。

まとめると、来年以降の控除額の増加メリットを受けようと思うのなら来年の1月1日以
降に上記に挙げた“契約に変更がある”事由を発生させればよいということになります。
例えば、1月15日に医療保険にがん診断特約を中途付加させる手続きを行う等です。

♪生命保険料控除♪

動画メルマガ配信中!!

毎月１回、保険などを含めた金融商品の知っておきたい豆知識やお得な金融商品情報をイチ早くお届け！

僕自身の旅行記やツブヤキなども時には配信。さまざまな情報を動画を使って配信します。

※動画を使って配信するため、お使いのメール受信環境によっては高額請求されることが予想されます。
インターネットやメール配信の『使い放題』の料金タイプ以外の方は登録をおすすめいたしません。

QRコード登録はこちらから

〜動画メルマガ始めました〜

一般生命保険料 個人年金保険料

一般生命保険料 個人年金保険料医療・介護保険料

旧制度

新制度

5万円5万円

4万円 4万円 4万円

上記アドレスへ空メールを送っていただくと自動的に登録完了します。
また、QRコードからの登録も可能です。
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